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周南市農業委員会総会議事録 
 

注. 発言の内容についてはその要旨を記載しております。 

（発言そのものの記載ではありません。） 

  この公開用議事録は個人情報に関連すると思われる部分等については●で消しています。 
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平成平成平成平成２２２２９９９９年第年第年第年第１１１１回回回回    

    

周南市農業委員会周南市農業委員会周南市農業委員会周南市農業委員会総会議事録総会議事録総会議事録総会議事録    

 

 

１１１１    日日日日    時時時時        平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年１１１１月月月月１０１０１０１０日（日（日（日（火火火火））））    午前１午前１午前１午前１００００時時時時００００００００分分分分    ～～～～    １１１１１１１１時時時時０６０６０６０６分分分分    

    

２２２２    場場場場    所所所所        周南市周南市周南市周南市徳山保健センター徳山保健センター徳山保健センター徳山保健センター    健康増進健康増進健康増進健康増進室３室３室３室３    

    

３３３３    会議に付した議案会議に付した議案会議に付した議案会議に付した議案    

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について    ９件 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について    ４件 

報告第１号 農地法第４条の規定による農地転用届出について  １件 

報告第２号 農地法第５条の規定による農地転用届出について  ６件 

報告第３号 非農地証明について               ２件 

報告第４号 農地の転用の制限の例外による届出について    ２件 

報告第５号 水田埋め立てによる農地改良届出について     ２件 

 

 

 

４４４４    出席委員出席委員出席委員出席委員    

第１番 山 崎 光 夫 君     第２番 水 井 規 雅 君 

第３番 秋 貞 啓 子 君     第４番 白 石 純 治 君 

第５番 有 馬 俊 雅 君     第６番 小 林 一 雄 君 

第７番 髙 橋   恵 君     第８番 長谷川 和 美 君 

第９番 杉 村 龍 男 君     第10番 藤 井 和 典 君 

第11番 梅 田 洋 治 君     第12番 椎 木 人 志 君 

第13番 大 江 静 人 君     第14番 弘 中   壽 君 

第15番 江 波 一 男 君     第17番 野 村 一 男 君 
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    第18番 藤 井   孝 君     第19番 笠 井 保 雄 君 

    第20番 松 岡 清 治 君     第21番 藤 井 澄 子 君 

    第22番 大 田 幹 代 君     第24番 杉 村 洋 治 君 

    第25番 藤 井 允 雄 君     第26番 福 田 栄 司 君 

    第27番 山 崎 弘 子 君     第28番 林   定 子 君 

    第29番 村 木   実 君     第30番 松 田 孝 行 君      

第31番 岩 田   学 君（職務代理者） 

第32番 西 田 孝 美 君（会長） 

 

 

５５５５    欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員    

   第16番 田 中 榮 作 君 

第23番 歳 光 時 正 君 

 

    

６６６６    関係人関係人関係人関係人    

    なし 

 

７７７７    事務局職員事務局職員事務局職員事務局職員    

局  長  茅 原 道 夫     次  長  藤 井   豊 

次長補佐  吉 原 浩 子     書  記  時 重 智 一 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、おはようございます。新年明けましておめでとうございます。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

総会に入る前に携帯電話につきましては、再度確認の方をよろしくお願い

いたします。 

次に、定足数の報告をさせていただきます。 

本日の総会の出席委員は３２名中３０名で、周南市農業委員会会議規則第９

条に規定された定足数を充たしておりますので、総会は成立いたします。 

本日の欠席は、第１６番 田中 栄作 委員、第２３番 歳光 時正 委

員の２名でございまして周南市農業委員会会議規則第５条の規定による欠席

の届出がありましたのでご報告いたします。 

なお、●●委員さんにつきましては、本日、所用のため少し遅れるとの連

絡を受けておりますのでご報告いたします。 

それでは、議長お願いいたします。 

 

開会（午前１０時００分 ～ ） 

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 

それでは只今より、平成２９年第１回周南市農業委員会総会を開会いたし

ます｡ 

議事に先立ちまして、周南市農業委員会会議規則第６条の規定により、議

席及び議席番号の変更を行います。本年７月２３日までの議席及び議席番号

は、ただいま着席されておられます議席及び議席番号といたします。 

これより議事に入ります。 

議事日程第１、議事録署名委員の指名ですが、周南市農業委員会会議規

則第２３条に規定された議事録署名委員は、 

第２番、水井 規雅委員さん、第２４番、杉村 洋治委員さんのご両名にお

願いいたします。 

議事日程第２、議案の審議に入ります。 

それでは、議案第１号を議題といたします。 

事務局よりの議案の説明をお願いいたします。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案書の１ページから３ページをお願いいたします。議案第１号「農地法

第３条の規定による許可申請について」を、ご説明いたします。 

今月の農地法第３条の規定による許可申請は、１議案９件でございます。 

それでは、まず１番についてご説明いたします。申請地は、●●地区の大字

●●字●●に所在する農地の田、１筆の１,１０６平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、譲渡人は、遠隔地のため、譲り渡すとされ、譲

受人は、譲渡人から売買の申出があり、経営規模拡大を図られるものでござ

います。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は、耕作要件、

農機具の保有状況等からみても、農地の全てを効率的に利用できると見込ま

れます。 

なお、通作距離ですが、約５０分かけて車で通作されるとのことです。 

第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規

定については、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、申請人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事すると見込まれます。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は１１５アールで、当地区

の３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、所有権移転ですので、転貸禁止要件には該

当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、水稲を作付けされるほか

一部畑地として自家用野菜を栽培されるとのことであり、今回の権利移動に

より周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないも

のと考えております。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 
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議長 

 

 

第２０番 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

第２０番の●●です。第１番について、去る１２月２９日、譲受人の叔父

と立会いしましたので報告いたします。譲受人とは、電話で確認しました。

譲渡人は、遠隔地に居住しており、今後管理していくことが難しいので、譲

り渡すことにされました。譲受人は、申請地が母の実家の隣で、叔父は農機

具を所有しており用水管理等協力してもらえることから譲り受けることにさ

れました。現地は、きれいに除草管理がされていました。問題ないと思いま

すので、ご審議の程よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

只今の１番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１号１番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、１番は許可と決定いたします。 

続きまして、２番につきまして、事務局よりの議案の説明をお願いいたし

ます。 

 

２番についてご説明いたします。申請地は、●●地区の大字●●字●●●に

所在する農地の畑、２筆の１１,７１５平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、先月の総会で報告しました、農地法第３条の規定

による届出がありました「農地売買等事業」で、譲受人は、「公益財団法人や

まぐち農林振興公社」から申請地を買い受けて事業を継承され新規就農され
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議長 

 

 

第７番 

 

 

 

 

るものでございます。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は、樹園地を継

承して経営されるものであり、耕作要件、農機具の保有状況等からみても、

農地の全てを効率的に利用できると見込まれます。 

なお、通作距離ですが、約４０分かけて車で通作されるとのことです。 

第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規

定については、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事すると見込まれると判断します。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は１１７アールで、当地区

の３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、所有権移転ですので、転貸禁止要件には該

当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、ブドウを栽培されるとの

ことであり、今回の権利移動により、周辺農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障は生じないものと考えております。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

７番の●●です。１月６日に申請人と現地にて確認いたしましたので報告

いたします。なお、農地売買事業等の実施により公益財団法人やまぐち農林

振興公社を通して取引されておりましたので、公社に譲渡されたことが１２

月の案件に届け出されております。譲受人は、新規就農者であります。元々

この土地の所有者でありました農園に研修生としてブドウの栽培等を学んで
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おりました。今回、農地売買事業を活用して農園さんの土地を一部譲り受け

て新たに農園経営を開始することになりました。今、現地では新しくブドウ

の棚が建てられ、ブドウの苗を植える準備が進んでおり、３年後の収穫を目

指して頑張っておられます。以上をもちまして、今回の申請は問題ないと思

われますのでご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

只今の２番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１号２番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、２番は許可と決定いたします。 

続きまして、３番につきまして、事務局よりの議案の説明をお願いいたし

ます。 

 

３番についてご説明いたします。申請地は、●●地区の大字●●●字●●●

に所在する農地の田、１筆の５４０平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、譲渡人は、自宅から離れていて耕作に不便なた

め譲り渡すとされ、譲受人は、中古住宅も購入し、この農地が自宅の隣接地

であることから今回、譲り受けられ農業に力を入れられるものでございます。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は耕作要件、農

機具の保有状況等からみても、農地の全てを効率的に利用できると見込まれ

ます。 

第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規
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議長 

 

 

第３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

定については、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事すると見込まれると判断いたします。 

第５号の下限面積要件ですが、平成２８年１２月の総会において、農地

利用集積計画が承認されており、それと合わせますと取得後の農地は３７

アールで、当地区の３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、所有権移転ですので該当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、畑として野菜、果樹等を

作付けされるとのことであり、今回の権利移動により、周辺農地の農業上の

効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えております。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

３番の●●でございます。去る１月９日に譲受人及び譲渡人と連絡をとり

現地を確認して参りました。現地は、譲渡人が他地区に住宅を持ち耕作する

ことが困難な土地でございます。●●●の夢プラン事業の中で空家バンクに

登録されていた譲渡人の住宅と隣合わせる畑で移住するために譲受人が購入

を希望されるものです。田舎暮らしに共感を持たれる譲受人は、●●●の更

に奥まった地区にも畑を借りるなど農業にも意欲的で、既に冬野菜も栽培さ

れ他の部分もきれいに耕作されておられます。よろしくご検討をお願いしま

す。 

 

ありがとうございました。 

只今の３番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１号３番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、３番は許可と決定いたします。 

続きまして、４番及び５番につきまして、譲受人が同一で、土地の所在も

ほぼ隣接しておりますので、一括して事務局よりの議案の説明をお願いいた

します。 

 

次に、４番及び２ページの５番について一括してご説明いたします。申請地

は、●●地区の大字●●●字●●に所在する農地の田、１０筆の５,３３１．

６９平方メートル、同じく、畑、１筆の２５６平方メートル、合計、１１筆の

５,５８７．６９平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、４番の譲渡人は、所有している不動産を売却した

いため譲り渡すとされ、５番の譲渡人は、高齢で耕作が困難なため譲り渡すと

されるものでございます。譲受人は、新たに農地を取得され農業経営の規模拡

大を図られるものでございます。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は耕作要件、農

機具の保有状況、農作業に従事する家族の状況等からみても、農地の全てを

効率的に利用できると見込まれます。 

なお、通作距離ですが、約４０分かけて車で通作されるとのことです。 

第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規

定については、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事すると見込まれると判断いたします。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は８６アールで、当地区の

３０アールの下限面積要件を満たしております。 
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議長 

 

 

第３０番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

第６号の転貸禁止要件ですが、所有権移転ですので該当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、４番の申請地においては

水稲を作付けされます。また、５番の申請地においては、水稲を作付けされ

るほか、じゃがいも、白菜等野菜を栽培されるとのことであり、今回の権利

移動により、周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生

じないものと考えております。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

３０番の●●です。１２月３０日の午後から譲受人の方と会って現地でお

話しました。譲受人は、今まで●●市の●町で臼引きをされており、最近こ

の地域の農地が無くなってきており、農業経営にならないことから当地区へ

農地がないかと探しておられる時、ちょうど６反ばかりの農地が見つかった

ので、その農地を購入し機械も持参してきて農業をしたいとのことです。ま

た、もう少し規模拡大を図りたいとのことでした。なお、生産されたお米は、

●●にお店を経営しているのでそこで販売したいとのことです。この申請地

は、以前から誰か耕作される方があらわれればいいと思っていたので地域か

らすれば大変良いことだと思います。また、農業の経営についても大丈夫だ

と考えます。地域との調整についてもできるだけ対応するとのことでした。

以上ことから大丈夫であると思います。よろしくご審議の程お願いします。 

 

ありがとうございました。 

只今の４番及び５番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 
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議案第１号４番につきまして、採決を行います。 

許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、４番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第１号５番につきまして、採決を行います。 

許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、５番は許可と決定いたします。 

続きまして、６番につきまして、事務局よりの議案の説明をお願いいたし

ます。 

 

次に、６番についてご説明いたします。申請地は、●●地区の大字●●●字

●●に所在する農地の畑、２筆の９３６平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、譲渡人は、高齢となり耕作できないため譲り渡

すとされ、譲受人は、申請地が自己農地に近いこともあり、譲渡人からの申

出に応じ経営規模の拡大を図られるものでございます。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は耕作要件、農

機具の保有状況、家族の状況等からみても、農地の全てを効率的に利用でき

ると見込まれます。 

第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規

定については、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事すると見込まれると判断します。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は１６５アールで、当地区

の３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、所有権移転ですので該当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、野菜と果樹を栽培される
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とのことであり、今回の権利移動により、周辺農地の農業上の効率的かつ総

合的な利用の確保に支障は生じないものと考えております。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

２７番●●です。去る１月５日に譲渡人と譲受人とで現地を確認しました

のでご報告いたします。申請地の１５５０番地には野菜が植えてあり、１５

５１－３番地は花畑として手入れがされていました。譲渡人は、高齢になり

後継者もいないことから耕作が少しずつ難しくなり近隣の譲受人に申出があ

りました。譲受人は、申請地が自宅から１５０メートルのところに位置し現

在耕作している農地に隣接していて規模拡大を図るため譲り受ける事にしま

した。申請地には、野菜や果樹を植える予定とのことでした。譲受人の後継

者も農業に従事されており何ら問題はないと思われますのでご審議の程よろ

しくお願い申し上げます。 

 

ありがとうございました。 

只今の６番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１号６番につきまして、採決を行います。 

許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、６番は許可と決定いたします。 

続きまして、７番につきましては、第１８番、●● ●● 委員が譲受人

となっておりますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、



 

- 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項は、議事参与の制限に

該当いたします。 

そのため、●●●●委員には、７番の審議が終わるまで、ここで退席をお

願いいたします。 

 

  【●●●●委員 退席】 

 

それでは、７番につきまして、事務局よりの議案の説明をお願いいたしま

す。 

 

３ページの７番についてご説明いたします。申請地は、●●地区の大字●●

字●●●に所在する農地の田、１筆の５９１平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、譲渡人は、高齢で耕作が困難なため譲り渡すと

され、譲受人は、自己所有農地の周辺農地であり、今回、取得され規模拡大

をされるものでございます。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は耕作要件、農

機具の保有状況、農作業に従事する家族の状況等からみても、農地の全てを

効率的に利用できると見込まれます。 

第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規

定については、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事すると見込まれると判断いたします。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は２１０アールで、当地区

の３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、所有権移転ですので該当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、水稲を作付けされるとの

ことであり、今回の権利移動により、周辺農地の農業上の効率的かつ総合的
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な利用の確保に支障は生じないものと考えております。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

１７番の●●です。７番について報告いたします。昨年末に譲受人と現地

で確認をしました。また、譲渡人は、不在のため後日電話で確認をいたしま

した。現状は、譲受人の牛舎に接する農地で父親の時代から永年、賃貸で耕

作をしておりましたが、この度、譲渡人より高齢で今後も耕作をするつもり

もないので譲りたいという申し出があり購入することとなりました。購入後

も今までとおり水稲を作付けするとのことで、裏で牧草を栽培することで周

囲における影響等もないものと思われますので、よろしくご審議をお願いい

たします。 

 

ありがとうございました。 

只今の７番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１号７番につきまして、採決を行います。 

許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、７番は許可と決定いたします。 

以上で、７番の審議が終了しましたので、ここで、●●●●委員さんに入

っていただきます。 

 

  【●●●●委員 入席】 
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続きまして、８番につきまして、事務局よりの議案の説明をお願いいたし

ます。 

 

８番についてご説明いたします。申請地は、●●地区の大字●●字●●に所

在する農地の田、１筆の２２４平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、譲渡人は、高齢で後継者もいないため譲り渡す

とされ、譲受人は、規模拡大して営農活動に力を入られるため譲り受けられ

るものでございます。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は耕作要件、農

機具の保有状況等からみても、農地の全てを効率的に利用できると見込まれ

ます。 

第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規

定については、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事すると見込まれます。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は５５アールで、当地区の

３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、所有権移転ですので該当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、水稲を作付けされるとの

ことであり、今回の権利移動により、周辺農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障は生じないものと考えております。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 
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１０番の●●です。本件につきまして、譲受人、譲渡人とは、１月４日に

現地で説明を受けましたので、その報告をいたします。該当地は、平成２４

年１２月に水田埋め立てによる農地改良届出により改良工事が完了した田の

一部です。改良工事後の譲受人の田の一部が譲渡人の土地、２２４平方メー

トルとなっております。そして平成２６年第１３回の農業委員会総会におい

て、議案第３５号の番号２、３、４、５の４項目の田の所有権移転が完了し

ております。本件は、譲渡人の事情によりその時に所有権移転の手続きが遅

れていたものでございます。譲渡人は、高齢であります。また、譲受人は、

水田として営農活動を積極的にされております。別に問題ないと思いますの

で、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

只今の８番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１号８番につきまして、採決を行います。 

許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、８番は許可と決定いたします。 

続きまして、９番につきまして、事務局よりの議案の説明をお願いいたし

ます。 

 

次に、９番についてご説明いたします。申請地は、●●地区の大字●●字●

●に所在する農地の畑、１筆の４４５平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、譲受人と譲渡人は親子関係で、譲渡人は、これ

まで耕作されていた方が耕作が困難となったため後継者に譲り渡すとされ、

譲受人は、経営移譲年金によるため譲り受けられるものでございます。 
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次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は耕作要件、農

機具の保有状況、農作業に従事する家族の状況等からみても、農地の全てを

効率的に利用できると見込まれます。 

なお、申請地は、以前に第三者と利用権設定されておられましたので、今

回、合意解約届出書が提出されております。 

第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規

定については、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事されると見込まれます。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は８３アールで、当地区の

３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、借受人自らが耕作されますので転貸には該

当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、野菜及び果樹を作付けさ

れるとのことであり、今回の権利移動により、周辺農地の農業上の効率的か

つ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えております。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

２４番の●●です。それでは番号９について、去る１月４日に譲受人と現

地にて調査をいたしましたのでその結果をご報告いたします。なお、当日は

●●●●さんにも立会いをいただきました。本来は、●●委員さんの担当で

すが諸般の都合により私が代わってご報告をいたします。この申請地は、先

程、事務局からの説明がありましたように利用権の設定をされ、第３者に貸
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議長 

 

 

 

 

 

 

し出しておられましたが、その耕作者が高齢のため耕作できなくなり解約と

なり譲渡人に戻って参りました。譲渡人も高齢のため耕作できないことから

今回、子供に譲り渡すものでございます。当該地は傾斜地でもあり、水の便

も悪く畑として使用されておりました。しかし、数年は耕作をした形跡もな

く草刈りだけが行われている現況でした。すぐに畑地として利用が出来るよ

うな状態でした。譲受人は、野菜や果物などを栽培される予定だそうです。

現に譲受人は農業機械等も完備しておりまして、また、周辺に及ぼす影響も

なく他の調査項目に照らし合わせても問題は見つかりませんでした。以上調

査報告です。よろしくご審議方お願いします。 

 

ありがとうございました。 

只今の９番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

 （発言を求める声あり） 

はい、●●委員さん。 

 

１１番の●●です。ここで議案書の中の理由欄で「譲渡したい」となって

いるがどうですか。「譲渡」ではないのではないかと思いますが。 

 

ご指摘がありましたとおり、使用貸借ですので貸付が正解です。「譲渡した

い」は「貸付したい」に訂正させていただきます。申し訳ありません。 

 

他にございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１号９番につきまして、採決を行います。 

許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、９番は許可と決定いたします。 
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続きまして、議案第２号を議題とします。事務局よりの議案の説明をお願

いいたします。 

 

議案書の４ページをお願いいたします。議案第２号「農地法第５条の規定

による許可申請について」を、ご説明いたします。今月の農地法第５条の規

定による許可申請は１議案４件でございます。 

それでは１番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人は、●●●●●●に本店のある発電事業を行っている法人です。 

申請地を購入し、発電出力４９．５０キロワットの太陽光パネル３８５.

３３２平方メートル、パネル枚数２４０枚を２ケ所設置するものです。 

申請地は、太陽光発電事業を行うにあたり日照条件が良く、また、譲渡人

は遠方に居住しており、耕作を行うことが困難であり、後継者も無いことか

ら今回の申請となったものです。 

まず、申請地の位置からご説明いたします。 

申請地は、●●●●●●支所から南西に約６００メートルのところに位置

しております。 

（スクリーンに、位置図を表示） 

 申請地の所在につきましては、●●●大字●●●●●字●●●２１９番１、

地目は田、地積は２,３９７平方メートルでございます。 

 （スクリーンに、分間図、土地利用計画図を表示） 

 まず、こちらが、分間図でございます。 

続きまして、土地利用計画図でございます。 

（スクリーンに、写真を表示） 

 最後に、申請地の写真でございます。 

次に、農地転用許可基準についてご説明いたします。 

まず、農地区分につきましては、水道管、下水道管の２種類が埋設されて

いる道路で、かつ、おおむね５００メートル以内に教育施設及び公共施設の

ある農地で、第３種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性につきましては、立地の代替性がなく、農地
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議長 

 

 

第５番 

  

 

 

 

 

 

 

 

法第５条第２項第２号に該当いたしません。 

資力及び信用につきましては、資金計画書及び残高証明書が添付されてお

りまして、適当であると判断されます。 

転用の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ございませ

ん。 

遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業

計画書により適当と思われます。 

行政庁の許可・認可等の処分の見込み・協議の状況等につきましては、受

給最大電力５０キロワット未満のため、該当ございません。 

また、開発行為でない旨の届出が平成２８年１２月１９日付で受理されて

おります。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており問題なしと判断されます。 

判断を必要としない許可基準につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

第５番●●です。第１番について、去る１月６日に現地を確認するととも

に譲受人と譲渡人の両者の代理人に確認しましたので報告します。現地は、

背の高い雑草が繁茂している状況であり何年にもわたり放置されている様子

でした。北側は水稲が耕作され、南側は道路に面し、西側は他の業者が行っ

た太陽光の施設が設置され、東側は民家が建っておりました。本件は、譲受

人が太陽光発電事業を実施するために施設設置条件の良い土地を探しており

、適地であることから取得するものです。譲渡人は、遠隔地に住み、今後、

耕作の予定がないことから譲受人からの要望により売買に同意したとのこと

です。なお、譲渡人からは以前、本件について相談を受けておりました。必
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要書類も添付されており周辺への説明も既に終了しているとのことでしたの

で問題はないと思います。以上、よろしくご審議の程お願い申し上げます。 

 

 ありがとうございました。 

只今の１番の案件につきまして質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２号１番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、１番は許可と決定いたします。 

続きまして２番につきまして、事務局よりの議案の説明をお願いいたしま

す。 

 

次に、２番についてご説明いたします。 

譲受人は、市内に在住されている会社員の方です。現在住んでいる所から

近い場所に土地を探しており、今回、計画の適地であったため自己用住宅を

建築するものです。 

まず、申請地の位置からご説明いたします。 

申請地は、●●市●●●支所から南西に約１．１キロメートル進んだとこ

ろに位置しております。 

（スクリーンに、位置図を表示） 

 申請地の所在につきましては、●●市大字●●●●●字●●１９１４番９、

地目は田、地積は３２２平方メートルでございます。 

 （スクリーンに、分間図、土地利用計画図を表示） 

 まず、こちらが、分間図でございます。 

続きまして、土地利用計画図でございます。 

（スクリーンに、写真を表示） 
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第５番 

  

 

 

 

 

 最後に、申請地の写真でございます。 

次に、農地転用許可基準についてご説明いたします。 

まず、農地区分につきましては、水道管、下水道管の２種類が埋設されて

いる道路で、かつ、おおむね５００メートル以内に２つ以上の教育施設及び

医療施設のある農地で、第３種農地に該当いたします。 

資力及び信用につきましては、資金計画書及び借入審査承認書が添付され

ておりまして、適当であると判断されます。 

転用の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ございませ

ん。 

遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業

計画書により適当と思われます。 

行政庁の許可・認可等の処分の見込み・協議の状況等につきましては、該

当ありません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、汚水については公共下水道に排出されます。また、雨水につきまし

ては、道路側溝への排出でございます。 

判断を必要としない許可基準につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

第５番の●●です。第２番について、去る１月７日に現地を確認するとと

もに譲受人とは同日に、譲渡人とは１月９日に確認しましたので報告します。

現地は雑草が繁茂している状況であり、耕作はされておらず両サイドには民

家が建っておりました。本件は、譲受人が現在居住している所から近い所に

土地を探しており、今回、敵地であることから取得して自己用住宅を建設さ

れるものです。譲渡人は、遠隔地に住み今後、耕作の予定が全くないことか
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ら売買に同意したとのことです。必要書類も添付されており特に問題ないと

思います。以上、よろしくご審議の程お願い申し上げます。 

 

ありがとうございました。 

只今の２番の案件につきまして質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２号２番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、２番は許可と決定いたします。 

続きまして３番につきまして、事務局よりの議案の説明をお願いいたしま

す。 

 

次に、３番についてご説明いたします。 

譲受人は、●●市に本店のある法人です。 

太陽光発電事業を行うため申請地を購入し、発電出力４９．００キロワッ

トの太陽光パネル３８３.５８平方メートル、パネル枚数２４０枚を設置する

ものです。 

申請地は、面積、日当たりなど好条件の土地であり、市道にも接しており、

メンテナンスなど管理しやすい土地であり、また、譲渡人は農地を相続した

が耕作地として利用する計画もないことから今回の申請となったものです。 

まず、申請地の位置からご説明いたします。 

申請地は、●●総合支所から南西に約６５０メートルのところに位置して

おります。 

（スクリーンに、位置図を表示） 

 申請地の所在につきましては、２筆ありまして、●●市大字●●●字●●

２９９８番１、地目は畑、地積は５５平方メートル及び同じく大字●●●字
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議長 

●●２９９９番１、地目は畑、地積は１,１４３平方メートルで、合計１,１

９８平方メートルでございます。 

 （スクリーンに、分間図、土地利用計画図を表示） 

 まず、こちらが、分間図でございます。 

続きまして、土地利用計画図でございますが、北側上部に余り地がありま

すが、土地の形状が中央部分に約１．５メートルの段差があり、現地調査の

結果パネルの設置が難しいと判断しております。 

（スクリーンに、写真を表示） 

 最後に、申請地の写真２枚でございます。 

次に、農地転用許可基準についてご説明いたします。 

まず、農地区分につきましては、農業公共投資の対象となっていない小集

団の農地であり、第２種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性につきましては、立地の代替性がなく、農地

法第５条第２項第２号に該当いたしません。 

資力及び信用につきましては、資金計画書及び預金通帳残高証明書が添付

されておりまして、適当であると判断されます。 

転用の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ございませ

ん。 

遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業

計画書により適当と思われます。 

行政庁の許可・認可等の処分の見込み・協議の状況等につきましては、受

給最大電力５０キロワット未満のため、該当ございません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており問題なしと判断されます。 

判断を必要としない許可基準につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから
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事務局次長 

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

２８番の●●です。議案第２号３番について補足説明をさせていただきま

す。１月７日に譲渡人と現地確認をする予定でしたが、譲渡人が風邪を引き

現地での確認が出来ませんでしたので、電話での確認となりました。現地を

確認しましたところ、荒地となっており、草丈も相当伸びておりました。畑

に戻すにも傾斜面で利用できないような状況となっておりました。譲渡人は

相続したが、農業を行う意志はなく譲受人からの申出により農地を有効活用

するため譲り渡したいとの強い要望がありました。また、譲受人とは１月５

日に電話で確認しました。譲受人は県内で１６か所設置、運営中で事業拡大

のため申請地を譲り受けたいとのことです。なお、公道に接していますし近

くに公共施設もあり、景観を損なわないようにしていただきたい。出来れば

防草シートを張って欲しいと伝えたところ、草刈りも大変なので防草シート

を張るようにするとのことでした。申請書類、事業計画書等きちんとされて

いて何ら問題はないと思いますのでご審議の程よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

只今の３番の案件につきまして質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２号３番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、３番は許可と決定いたします。 

続きまして４番につきまして、事務局よりの議案の説明をお願いいたしま

す。 

 

次に、４番についてご説明いたします。 
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申請人は、市内に在住されている会社員の方です。現在社宅に住んでおり、

子供の成長により手狭になったため、申請地を使用貸借し、自己用住宅を建

築するものです。 

まず、申請地の位置からご説明いたします。 

申請地は、●●市●●支所から北東に約１．１キロメートル進んだところ

に位置しております。 

（スクリーンに、位置図を表示） 

 申請地の所在につきましては、３筆ございます。●●市大字●●字●●●

２１１番５、地目は畑、地積は２３２平方メートルの内の７７平方メートル、

続きまして、同じく大字●●字●●●２１１番１０、地目は畑、地積は１０

７平方メートル、続きまして、同じく大字●●字●●４７９番４、地目は畑、

地積は９１平方メートルの内の８７平方メートルで、合計、２７１平方メー

トルでございます。 

 （スクリーンに、分間図、土地利用計画図を表示） 

 まず、こちらが、分間図でございます。 

続きまして、土地利用計画図でございます。 

（スクリーンに、写真を表示） 

 最後に、申請地の写真でございます。 

次に、農地転用許可基準についてご説明いたします。 

まず、農地区分につきましては、農業公共投資の対象となっていない生産

性の低い小集団の農地であり、第２種農地に該当いたします。 

資力及び信用につきましては、資金計画書及び残高証明書が添付されてお

りまして、適当であると判断されます。 

転用の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ございませ

ん。 

遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業

計画書により適当と思われます。 

行政庁の許可・認可等の処分の見込み・協議の状況等につきましては、平

成２８年１２月２２日付で開発行為許可申請書が提出されており、許可後同
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時施行といたします。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、汚水については公共下水道に排出されます。また、雨水につきまし

ては、道路側溝への排出でございます。 

判断を必要としない許可基準につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

１０番の●●です。議案第２号、番号４番についてご説明します。１月４

日に貸出人と現地で説明を受けましたのでご報告いたします。貸出人と借受

人は親子の関係でございます。借受人は、現在、社宅において生活されてお

り、二人の子供さん、５歳と１歳の成長に伴って自己用住宅を使用貸借権設

定により建設されるものでございます。なお、申請地は、両親の家の近くで

あり、両親の老後の事も考えおられるとのことでした。事業計画書、資金計

画書、被害防除計画書も整備されております。下水道も完備されており、周

囲の住民へのあいさつ回りもされております。当該地の周辺は畑です。別に

問題ないと思いますので、ご審議をよろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

只今の４番の案件につきまして質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２号４番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 
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異議がありませんので、４番は許可と決定いたします。 

 

以上で、審議案件は終了いたしました。 

続きまして、報告事項に入らせていただきます。 

それでは、報告第１号につきまして、事務局よりの報告事項の説明をお願

いいたします。 

 

議案書の５ページをお願いいたします。報告第１号「農地法第４条の規定

による農地転用届出について」を、ご説明いたします。 

市街化区域内の農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のも

のに転用することにつきましては、農地法第４条第１項第７号に規定され、

許可は不要とされているもので、今回は１件ございました。内容は記載のと

おりで、添付書類も含め完備しておりましたので､事務局長専決により書類を

受理いたしましたので、ご報告いたします。以上でございます。 

 

只今の報告第１号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

特に発言がないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

続きまして、報告第２号につきまして、事務局よりの報告事項の説明をお

願いいたします。 

 

議案書の６ページ、７ページをお願いいたします。報告第２号「農地法第

５条の規定による農地転用届出について」を、ご説明いたします。 

市街化区域内の農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、権利移動と農

地以外のものに転用することにつきましては、農地法第５条第１項第６号に

規定され、許可は不要とされているもので、今回は６件ございました。内容

は記載のとおりで、添付書類も含め完備しておりましたので､事務局長専決に

より書類を受理いたしましたので、ご報告いたします。以上でございます。 
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議長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

只今の報告第２号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

特に発言がないようですので、以上で報告第２号を終わります。 

続きまして、報告第３号につきまして、事務局よりの報告事項の説明をお

願いいたします。 

 

議案書の８ページをお願いいたします。報告第３号「非農地証明について

」をご説明いたします。 

登記簿上の地目が農地で、現況が農地以外になっている土地について、地目

の変更登記をしようとする者からの申請に基づき、交付する証明書でございま

す。今回は２件ございました。内容については記載のとおりで、現地も確認

いたしました。 

添付書類も含め完備しておりましたので､事務局長専決により非農地であ

る旨の確認及び証明をいたしましたので、ご報告いたします。以上でござい

ます。 

 

只今の報告第３号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

特に発言がないようですので、以上で報告第３号を終わります。 

続きまして、報告第４号につきまして、事務局よりの報告事項の説明をお

願いいたします。 

 

議案書の９ページをお願いいたします。報告第４号「農地の転用の制限の

例外による届出について」を、ご説明いたします。 

自己所有の農地を農業施設用地として転用される場合で、転用面積が２ア

ール未満であるとき、また、農業用道路等に転用する場合は、面積の制限は

なく、農地法第４条の農地の転用の制限の例外として、農地法施行規則第２

９条第１号に規定され、農業委員会に文書を提出することで、許可を要しな

いとされているものでございます。 



 

- 31 - 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の届出２件は、これに該当し、添付書類も含め完備しておりましたの

で、農地法第４条の農地の転用の制限の例外として、事務局長専決により書

類を受理いたしましたので、ご報告いたします。以上でございます。 

 

只今の報告第４号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

 特に発言がないようですので、以上で報告第４号を終わります。 

続きまして、報告第５号につきまして、事務局より報告事項の説明をお願

いいたします。 

 

議案書の１０ページをお願いいたします。報告第５号「水田埋め立てによ

る農地改良届出について」を、ご説明いたします。 

 水田埋め立てによる農地改良届出については、議案書のとおり２件でご

ざいました。内容については記載のとおりでございます。地区担当農業委員

さん共々現地を確認いたしております。添付書類も含め完備しておりました

ので、事務局長専決により、書類を受理いたしましたので、ご報告いたしま

す。以上でございます。 

 

只今の報告第５号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

 特に発言がないようですので、以上で報告第５号を終わります。 

 

以上で、本日の議案の審議は全て終了いたしましたので平成２９年第１回

周南市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

閉会（午前１１時０６分） 

    




